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北海道教育委員会告示第55号
学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第25条第３号の規定に基づく次の市町村立小

学校の位置変更の届出を、受理した。
平成27年８月18日

北海道教育委員会教育長 柴 田 達 夫
設置者 名 称 変更の時期 変更前の位置 変更後の位置 変更の理由

標 茶 町 標茶町立 平成27年８月24日 川上郡標茶町 川上郡標茶町 校舎改築に伴う

磯分内小学校 字熊牛原野20 字熊牛原野15 移転

番地 線西３番地１
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